
Information

①耐震診断員による簡易耐震診断
②補強案作成と耐震改修費の概算
　額算出(耐震診断の結果、上部
構造評点が0.7未満の木造住宅
が対象)

耐震改修・除却に係る費用の一部
を補助します。（耐震診断による上
部構造評点が0.7未満の木造住
宅が対象）
※改修の場合：1戸当たり上限1１５万円
　（多雪区域は１４０万円）
　除却の場合：1戸当たり上限９７．８万円
　（多雪区域は１１７．３万円）

耐震シェルターや防災ベッドを設
置する場合、設置に係る費用の一
部を補助します。(耐震診断による
上部構造評点が0.7未満の木造
住宅が対象)
※上限20万円（1戸当たり）

木造住宅耐震診断員派遣事業
（無料）

木造住宅耐震改修等事業 木造住宅の耐震シェルター等の
普及事業

 対象要件　以下の全てを満たす住宅(空き家は対象外)
・昭和56年5月31日以前に着工され、完成したもの
・階数が2階以下かつ延べ床面積が300平方
 メートル以下のもの

・延べ床面積の半分以上が住宅として使われているもの
・枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法
 (プレハブ工法)ではないもの

第1回

第2回

第3回

6月14日(日)

9月13日(日)

11月20日(金)

5月11日(月)～5月22日(金)

7月27日(月)～8月7日(金)

10月13日(火)～10月23日(金)

日程 受付期間

東近江市
あかね文化
ホール

場所

狩猟免許のための予備講習会受講費“全額”助成 狩猟免許試験の受験に必要な経費助成

日　時 6月7日(日)、9月6日(日)、11月13日(金)
※いずれも９時～17時

場　所 東近江市あかね文化ホール
(東近江市市子川原町４６１-１)

対象者 市内在住で有害鳥獣駆除に協力いただける人

定　員 予算がなくなり次第終了

助成額 １5,０００円(１種類受講)・17,000円(2種類
受講)・19,000円(3種類受講)

対象者 市内在住で令和8年度に狩猟免許を取得し
た人で、市税等の滞納がない人

免許種類 網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟

対象経費 写真代、医師の診断書料、受験料、狩猟税、
狩猟者登録手数料

助成額 補助対象経費の３分の２以内
(免許ごとに上限３万円)

申請方法 申請書※、狩猟免状、補助対象経費にかかる
領収書、市税の納税証明書(または非課税
証明書)の写しを山とみどり再生課へ提出し
てください。
※市公式ウェブサイトから
　ダウンロードできます。

湖北森林整備事務所　☎0749-65-6616申問

▼狩猟免許試験日

▲市公式ウェブサイト

▲市公式ウェブサイト

自分の住まいを知る 住まいを強くする 住まいを強くする

・高さが60センチメートル以上のもの
・避難路(通学路を含む)または避難
地に面し、地震等で倒壊する恐れが
あるもの

対象の塀

・市内にあるブロック塀等の所有者
・令和9年１月末までに補助対象の工
事を完了できる人

対象者

・撤去等にかかる経費の3分の2以内(上限
10万円)

補助金額

※受講前に山とみどり再生課へ申し込みが必要です。

▲市公式ウェブサイト

防災の第一歩！ 木造住宅の耐震診断をご利用ください
市 都市計画課　☎53-5144　　53-5138　問 FAX

ブロック塀等の撤去等の費用を補助します

狩猟免許取得のための経費を助成します

市 都市計画課　☎53-5144　　53-5138　問 FAX

市 山とみどり再生課　☎53-51７５　　53-51７９　　問 FAX

▶各事業の申し込みは、予算の上限額に達した場合、受付を終了します。

※工事開始までに申請が
必要です。

※予算の上限額に達した場
合、受付を終了します。

市 広報秘書課　☎53-5163　　53-5149 問 FAX調査のご協力をお願いします
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